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事業主体 交付金予定額 交付率 内容 

諏訪協和会 80,000 円 100％ 街路灯修繕 1 灯（既存木柱撤去後電力柱添架） 

桜町二丁目親和会 79,000 円 100％ 街路灯修繕 1 灯（既存木柱撤去後電力柱添架） 

桜町四丁目振興会 77,000 円 100％ 街路灯修繕 2 灯 

成田自治会 80,000 円 100％ 街路灯修繕 2 灯 

山の神行政区会 115,000 円 100％ 街路灯修繕 3 灯 

合計 431,000 円  街路灯修繕 9 灯 

コミュニティだより 

第１８０号  

 各自治会や各種団体が、花南地区コミュニティ

会議の地域づくり交付金を活用し、それぞれの課

題を解決するため主体的に取り組む「地域づくり

支援事業」は、令和３年度当初に計画されたとお

り順調に実施されています。 

そこで、令和３年度上半期が終了したことか

ら、各自治会から令和３年度の地域づくり支援事

業に対する追加の要望を募集したところ、５つの

自治会より要望がありました。 

令 和 ３年 度 花 南 地 区 コミュニティ会 議  

地 域 づくり支 援 事 業 順 調 に進 む  

第１会議室 ストーブ 100 円／1 台 1 時間 

      エアコン    80 円／1 時間 

第２会議室 ストーブ 100 円／1 台 1 時間 

      エアコン 230 円／3 台 1 時間 

小会議室   ヒーター    30 円／1 時間 

体育室   ストーブ 100 円／1 台 1 時間 

※各施設を利用した際には、火の元、消灯を 

確認し、利用記録簿に記入をお願いします。 

※30 分以上は 1 時間に切り上げ、30 分未 

満は切り捨てになります。 

※暖房料金は、平日の 

8：30～17：15 に 

振興センター窓口で 

お支払い願います。 

 このことについて、コミュニティ会議本部役員

会で予算の範囲内で対応できるよう緊急性や必要

性を協議し、下記のとおり街路灯の修繕を決定し

ました。 

なお、令和 4 年度の地域づくり支援事業に対す

る要望については、12 月 2 日に開催予定の自治

会長・行政区長・自治公民館長合同会議にて詳細

を説明することとしています。 

花南振興センター暖房料のお知らせ  

新型コロナウイルスへの対応に伴う施設利用の制

限がレベル２からレベル１へ緩和されました。 

花南振興センター 

・対象制限：原則、市民・市内の団体 

・開館日及び開館時間は制限なし（通常通り） 

・利用時間：原則、２時間以内 

・利用人数：部屋の面積により制限あり 

・そのほか：飲食、調理一部可 

      （懇談や交流を目的とする会食不可） 

花南地区社会体育館 

・対象制限：原則、市民・市内の団体 

・開館日及び開館時間は制限なし（通常通り） 

・利用時間：通常通り 

・利用人数：原則、50 人以内 

・そのほか：飲食一部可（水分補給、弁当のみ） 

施設の利用について  



花巻市消防本部　予防課：0198-22-6123

花南地区コミュニティ会議２
ノート注釈

花南地区コミュニティ会議２
スタンプ


